
国際公務労連（PSI）は世界150カ国の2000万人の公共サービス労働者を代表する国際的な労働組合連合組織である。PSIは人権を擁

護し、社会正義を提唱し、万人が利用できる質の高い公共サービスを促進しており、国連機関と協力し、労働団体や市民社会団体

などの諸団体と提携して活動している。

RESOLUTION No. 8) DEMANDING STANDARDS AND QUALITY IN
HEALTH CARE PROVISION

第8号決議)ヘルスケアの提供における基準と質の要求

第29回国際公務労連（PSI）世界大会
2012年11月27日－30日、南アフリカ・ダーバン

ガイアナがILO第149号条約の批准国であることから、

ガイアナ政府は、ILO第149号条約に従う義務を負い、またこの条約の下で、看護教育・訓練およ
びそのような教育と訓練の監督が、国家法や規制、あるいは、国家法や規制から権限を付与され

た関係当局、関係専門機関が敷いた規定に基づくよう保証する義務を負うことから、

看護教育・訓練は、保健分野に携わる他の労働者の教育・訓練と調整して行うべきであることか

ら

さらに、国家法と規制で看護業務の条件を特定し、こうした条件を満たした人々だけに業務を限

定するべきであることから、

さらに、看護業務の計画において看護要員の参加を奨励し、看護師にかかわる決定に関して看護

師との協議を促すために、国の状況に適した方法で措置を講じるべきであると確認し、

また、雇用・労働条件の決定は、関係する使用者組織と労働者組織の交渉によって行うことが望

ましいことを確認し、

雇用条件の決定に関して生じる紛争の解決は、当事者間の交渉か、または、当事者の信用を確保

する方法で、和解、調停、任意仲裁など独立かつ公平な機構を通じて臨まなければならないこと

を確認し、

保健省が、質の高いヘルスケア業務が自国の医療関係者を通じて自国市民に提供されるよう保証

する責任を有することから、したがって、訓練施設および、訓練が実施される条件には十分かつ

適切な注意を払うべきであることから、

ガイアナ看護学校が、ここ何年もひどい条件で運営され、指導教員と看護師研修生が、以下のよ

うな不安定な環境で授業を強いられていることから:
 500名を超える生徒（男女両方）が、15分の休憩と1時間の昼休みの間に、8つの洗面所を

共有しなければならない。

 専門プログラムにあたるのは、わずか4人のフルタイム指導員で、その結果、教室では10
0名の研修生に指導員が1名しかつかない状況が生まれている。さらに指導員の中には、
配慮と関心からこの尊い職業に尽くしている可能性が高い退職者も含まれている。

 スペースと収用設備が限られているため、学生は12グループに分かれて実習を行うが、
指導員1名がこのグループの実習を受け持つため、3グループの指導を終えるころには疲
労が極まる。
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 教室の座席、換気、パーソナルスペースが不十分なため、100名を超える生徒を収用でき
ない。そのうえ、1台の拡声装置と1台のスピーカーを使って話をするので、聞き取れな
い生徒も多い。

授業の規模が大きいため、試験の質は下がることに留意する。このように不完全な状況でも、生

徒は、以前の試験に合格したかどうかを知らずに次の科目に進級してきた。

臨床エリア（病院の病棟と外来）は混雑し、効果的な意思疎通を阻み、教授・学習プロセスが難

しいことに留意する。その結果、臨床エリアで必要な知識と経験を身に付けるために、本来なら

ば1か月交代で担当することが義務付けられているところを2週間で済ませ、さらに全員が全診療
科を担当できるわけではないため（とくに集中治療室、重症ケアユニット、耳鼻咽喉科、眼科、

小児科）、看護研修生の適切な監督と評価ができなくなっていた。

こうした超過密で不快な状況にもかかわらず、保健省は新規研修生を追加する意向であることを

懸念する（看護学校には100人の超過）。

このため、ガイアナ看護師連盟とガイアナ公務労組は、保健省に対し、この計画の中止を訴えて

いる。

看護研修生2年生を対象とした中間国家試験では、受験者の不合格率が80％に上った状況をふまえ
、

さらに、こうした展開を顧みず、保健省は、現況への不満と不快を表明した生徒と指導員への影

響を無視して、さらにもう一塊の看護研修生を看護学校に入学させて、看護学校をさらに過密化

させることになる計画を進めようとしていることに注視し、

この状況により、すでに有能な医療関係者の国外流出で弱体化したガイアナの医療が受ける危険

かつ破壊的な影響に留意する。

全ての加盟組合に対し、看護師が理想的な環境で適切な看護訓練を受けられるよう、ガイアナ看

護師連盟とガイアナ公務労組の取り組みを支援することを訴える。

ガイアナ政府がILO第149号条約の義務に従うにあたり、保健医療基準の順守を求める世界大会の
懸念と願いをガイアナ政府に向けて表明し、この件について国際労働機関、世界保健機関、汎米

保健機関の注意を促すよう書記長に命じる。

行動プログラムおよび規約を含む大会決議Congress resolutionsを参照のこと


